
保
障
は
幅
広
い
。
と
り
わ
け
、
言
語
や
伝
統
を
含
む

文
化
は
安
全
保
障
の
要
で
あ
る
。

　

日
本
の
天
皇
制
、
皇
統
の
系
譜
は
、
日
本
の
文
化

の
真
髄
で
あ
り
、
世
界
に
類
を
見
な
い
国
家
の
安
全

保
障
の
核
心
で
あ
る
。

　

朝
鮮
半
島
も
易
姓
革
命
の
文
化
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
隣
国
の
新
興
宗
教
団
体
開
祖
が
「
日
本
の
天

皇
を
跪
か
せ
る
こ
と
が
目
標
」
な
ど
と
い
う
妄
言
を

吐
く
。
さ
ら
に
は
「
日
本
女
性
に
贖
罪
さ
せ
る
」
と

い
う
主
張
も
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
団
体
に
日
本
の

指
導
者
や
政
治
家
が
与
す
る
こ
と
は
、
国
家
と
国
民

に
対
す
る
反
逆
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　

こ
の
連
載
コ
ラ
ム
で
は
、
日
本
の
構
造
問
題
や
国

家
の
根
幹
に
関
わ
る
事
象
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

今
回
は
、
日
本
と
い
う
国
家
の
存
続
に
と
っ
て
不
可

欠
の
文
化
的
事
実
を
共
有
す
る
こ
と
に
誌
面
を
割
き

た
い
。

　

日
本
皇
統
は
紀
元
前
6
6
0
年
即
位
の
神
武
天
皇

か
ら
と
さ
れ
て
い
る
が
、
西
暦
7
1
2
年
に
編
纂
さ

れ
た
『
古
事
記
』
に
基
づ
く
神
話
的
内
容
も
含
ま
れ

て
い
る
。

　

12
代
景
行
天
皇
か
ら
は
史
実
に
裏
付
け
ら
れ
る
。

そ
の
頃
は
「
天
皇
」
と
称
さ
ず
「
大お
お

王き
み

」

「
治あ
め
の
し
た
を
し
ろ
し
め
す
お
お
き
み

天
下
大
王
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。

　

5
8
1
年
、
約
3
0
0
年
振
り
に
中
国
統
一
王
朝

で
あ
る
隋
が
成
立
。
5
9
3
年
、
倭
国
で

は
推
古
大
王
（
初
の
女
帝
）
が
即
位
し
、

甥
の
厩
戸
皇
子
（
聖
徳
太
子
）
が
摂
政
皇

太
子
に
任
じ
ら
れ
た
。

　

6
0
7
年
、
聖
徳
太
子
は
遣
隋
使
小
野
妹
子
を
派

遣
。
中
国
王
朝
へ
の
使
節
派
遣
は
1
2
9
年
振
り
で

あ
っ
た
（
6
0
0
年
に
も
派
遣
し
た
が
隋
に
相
手
に

さ
れ
な
か
っ
た
）。
1
2
9
年
前（
つ
ま
り
4
7
8
年
）

に
当
時
の
王
朝
（
宋
）
に
使
節
を
派
遣
し
た
の
は
21

代
雄
略
大
王
。
朝
貢
的
意
味
を
持
ち
、
言
わ
ば
大
陸

王
朝
か
ら
の
冊
封
を
形
式
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
華
北
は
五
胡
十
六
国
時
代
に
入
り
、
江
南

　

エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
は
生
前
に
自
ら
の
国
葬
に
関
す

る
手
順
等
を
指
示
し
て
い
た
そ
う
だ
。
国
民
統
合
に

寄
与
す
る
国
葬
と
な
る
よ
う
に
、
死
し
て
な
お
国
家

と
国
民
の
行
く
末
に
思
い
を
致
す
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王

に
敬
服
す
る
。
成
人
年
齢
で
第
2
次
世
界
大
戦
と
向

き
合
っ
た
主
要
国
最
後
の
指
導
者
だ
っ
た
。

　

一
方
、
中
国
で
は
戦
後
生
ま
れ
の
習
近
平
政
権
が

異
例
の
3
期
目
入
り
。
終
身
国
家
主
席
を
目
論
ん
で

い
る
と
の
憶
測
も
流
れ
る
。
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
と
相
俟
っ
て
、
国
際
情
勢
は
き
な
臭
さ
を
増
し

て
い
る
。

　

中
国
に
お
け
る
易
姓
革
命
と
い
う
思
想
は
、
王
朝

交
代
を
正
当
化
す
る
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
た
。
儒
教

に
基
づ
く
五
行
思
想
等
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

　

天
は
己
の
代
わ
り
に
王
朝
に
地
上
を
治
め
さ
せ
、

王
朝
が
徳
を
失
っ
た
時
に
見
切
り
を
つ
け「
革
命（
天

命
を
革
め
る
）」
を
起
こ
す
。
新
た
な
徳
を
備
え
た

王
朝
を
立
て
、
姓
が
易
わ
る
の
で
易
姓
革
命
で
あ
る
。

血
統
の
断
絶
で
は
な
く
、
徳
の
断
絶
が
易
姓
革
命
の

根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
を
悟
っ
て
皇
帝
自
ら
譲
位
す
る

の
を
「
禅
譲
」、
武
力
に
よ
っ
て
追
放
さ
れ
る
こ
と

を
「
放
伐
」
と
い
う
。
中
国
歴
代
王
朝
交
代
は
権
力

争
奪
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
の
が
易

姓
革
命
で
あ
る
。

　

近
世
西
欧
社
会
で
は
君
主
の
血
統
が
最
も
重
視
さ

れ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
西
欧
諸
国
で
は
、
君

主
直
系
が
断
絶
し
た
際
、
相
応
し
い
血
統
の
者
が
存

在
し
な
い
場
合
に
は
他
国
の
君
主
血
族
か
ら
新
王
を

迎
え
て
王
朝
を
興
す
ほ
ど
血
統
主
義
が
支
配
的
で
あ

っ
た
。

　

究
極
の
存
在
が
日
本
の
皇
統
で
あ
る
。
現
在
、
世

界
に
は
27
の
王
室
が
存
在
す
る
が
、
最
古
は
日
本
。

今
上
天
皇
は
1
2
6
代
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
6
世

紀
以
降
は
血
統
が
変
わ
っ
て
い
な
い
「
万
世
一
系
」。

つ
ま
り
1
5
0
0
年
以
上
続
く
王
室
で
あ
る
。

　

因
み
に
、
2
位
は
西
暦
9
0
0
年
以
降
続
い
て
い

る
デ
ン
マ
ー
ク
。
3
位
は
、
1
0
6
6
年
に
フ
ラ
ン

ス
か
ら
上
陸
し
た
ギ
ヨ
ー
ム
が
創
始
し
た
ノ
ル
マ
ン

王
国
に
端
を
発
す
る
英
国
で
あ
る
。

　

国
際
情
勢
の
緊
迫
を
映
じ
、
日
本
も
よ
う
や
く
安

全
保
障
を
直
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
歓
迎

す
べ
き
こ
と
だ
が
、
真
の
安
全
保
障
と
は
狭
義
の
軍

事
的
安
全
保
障
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　

技
術
や
産
業
を
対
象
と
す
る
狭
義
の
経
済
安
全
保

障
に
加
え
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
料
な
ど
広
義
の
安
全
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8
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

神武
綏靖
安寧
懿徳
孝昭
孝安
孝霊
孝元
開化
崇神
垂仁
景行
成務
仲哀
応神
仁徳
履中
反正
允恭
安康
雄略
清寧
顕宗
仁賢
武烈
継体
安閑
宣化
欽明
敏達
用明
崇峻
推古
舒明
皇極
孝徳
斉明
天智
弘文
天武
持統
文武
元明
元正

1

1

2

2

1

2

1

6

2

1

10

1

2

2

1

2

2

2

4

3

2

2

4

1

3

3

5

5

5

初
2

3

女帝

女帝

重祚

女帝

女帝
女帝

神武 76
綏靖 33
安寧 38
懿徳 34
孝昭 83
孝安 102
孝霊 76
孝元 57
開化 60
崇神 68
垂仁 99
景行 60
成務 60
仲哀 9
応神 41
仁徳 87
履中 6
反正 5
允恭 42
安康 3
雄略 23
清寧 5
顕宗 3
仁賢 11
武烈 8
507--531
531--535
535--539
539--571
572--585
585--587
587--592
593--628
629--641
642--645
645--654
655--661
668--672
672--672
673--686
690--697
697--707
707--715
715--724

724--749
749--758
758--764
764--770
770--781
781--806
806--809
809--823
823--833
833--850
850--858
858--876
876--884
884--887
887--897
897--930
930--946
946--967
967--969
969--984
984--986
986--1011
1011--1016
1016 --1036
1036 --1045
1045 --1068
1068 --1072
1072 --1086
1086 --1107
1107 --1123
1123 --1141
1141 --1155
1155 --1158
1158 --1165
1165 --1168
1168 --1180
1180 --1185
1183 --1198
1198 --1210
1210 --1221
1221 --1221
1221 --1232
1232 --1242
1242 --1246

女帝

重祚
初
2

3

初
2

3

4

初
2

3

4

初
2

3

4

5

初
2

3

3

1

6

6

8

1

1

2

2

3

1

1

1

4

1

1

1

2

1

2

3

4

4

5

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

3

1

2

1

2

1

5

1

6

聖武
孝謙
淳仁
称徳
光仁
桓武
平城
嵯峨
淳和
仁明
文徳
清和
陽成
光孝
宇多
醍醐
朱雀
村上
冷泉
円融
花山
一条
三条
後一条
後朱雀
後冷泉
後三条
白河
堀河
鳥羽
崇徳
近衛
後白河
二条
六条
高倉
安徳
後鳥羽
土御門
順徳
仲恭
後堀河
四条
後嵯峨

代 天皇 隔世 世等 在位 代 天皇 隔世 世等 在位
89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

北 1
北 2
北 3
北 4
北 5
北 6
100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

1246 --1259
1259 --1274
1274 --1287
1287 --1298
1298 --1301
1301 --1308
1308 --1318
1318 --1339
1339 --1368
1368 --1383
1383 --1392
1331 --1333
1336 --1348
1348 --1351
1352 --1371
1371 --1382
1382 --1392
1392 --1412
1412 --1428
1428 --1464
1464 --1500
1500 --1526
1526 --1557
1557 --1586
1586 --1611
1611 --1629
1629 --1643
1643 --1654
1654 --1663
1663 --1687
1687 --1709
1709 --1735
1735 --1747
1747 --1762
1762 --1770
1770 --1779
1779 --1817
1817 --1846
1846 --1866
1867 --1912
1912 --1926
1926 --1989
1989 --2019
2019 --

初
2

3

初
2

3

初
2

3

4

5

6

7

8女帝

初
2

3

4

5

女帝

初
2

3

4

5

6

7

8

1

2

1

4

1

6

6

6

1

1

2

―
2

3

2

1

1

12

1

8

1

1

1

1

〈2〉
1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

3

7

1

1

1

1

1

1

1

後深草
亀山
後宇多
伏見
後伏見
後二条
花園
後醍醐
後村上
長慶
後亀山
光厳
光明
崇光
後光厳
後円融
後小松
後小松
称光
後花園
後土御門
後柏原
後奈良
正親町
後陽成
後水尾
明正
後光明
後西
霊元
東山
中御門
桜町
桃園
後桜町
後桃園
光格
仁孝
孝明
明治
大正
昭和
上皇
今上

代 天皇 隔世 世等 在位

（注）107 代後陽成天皇は 106 代正親町天皇の直系孫

■ 表１：歴代天皇一覧 （肌色は直系男子が系図上確認できない21天皇）　 （※）筆者作成

国
宝「
聖
徳
太
子
お
よ
び
侍
者
像
」

の
う
ち
聖
徳
太
子

︵
奈
良
・
法
隆
寺
蔵
︶

「伝後花園天皇像」（京都・大應寺蔵）

「光格天皇像」
（東京大学史料
  編纂所蔵・模本）

血
統
主
義
と
易
姓
革
命

【「
三
耕
探
究
」
と
は
？
】「
学
有
り
、
論
優
れ
ど
も
、
心
貧
す
れ
ば
、
任
に
能
わ
ず
」
と
い
う
考
え
か
ら
、「
耕
学
」「
耕
論
」「
耕
心
」
す
な
わ
ち
「
三
耕
」
の
「
探
究
」
の
重
要
性
を
示
す
筆
者
の
造
語
。
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戦
後
レ
ジ
ー
ム
脱
却
を

訴
え
る
な
ら
ば
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て

皇
籍
離
脱
さ
せ
ら
れ
た
宮
家
の

皇
籍
復
帰
を
実
現
す
べ
き
。

「
天
皇
制・皇
統
系
譜
」は

日
本
文
化
の
真
髄
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は
東
晋
・
宋
・
斉
・
梁
・
陳
と
変
遷
し
た
た
め
、
倭

国
大
王
は
使
節
派
遣
を
止
め
た
。

　

倭
国
使
節
の
国
書
に
「
日
出
づ
る
処
の
天
子
、
書

を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
」
と
記
し
て
あ
る
の

を
見
て
、
隋
の
煬
帝
は
激
怒
し
た
。

「
日
出
づ
る
処
」「
日
没
す
る
処
」
の
対
比
も
問
題

だ
が
、最
大
の
問
題
は
「
天
子
」
と
い
う
表
現
。「
天

子
」
は
中
国
王
朝
の
「
皇
帝
」
を
意
味
し
た
か
ら
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
煬
帝
は
小
野
妹
子
に
使
者
と
返
書
を

つ
け
て
倭
国
に
送
還
。
そ
の
背
景
に
は
当
時
の
東
ア

ジ
ア
情
勢
が
影
響
し
て
い
た
。
隋
は
隣
国
高
句
麗
と

戦
争
状
態
（
隋
麗
戦
争
）
に
あ
り
、
高
句
麗
の
南
に

位
置
す
る
倭
国
と
良
好
な
関
係
を
結
び
、
高
句
麗
を

挟
み
撃
ち
に
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
。
典
型
的
な
「
近

攻
遠
交
」
策
で
あ
る
。

　

聖
徳
太
子
は
こ
の
情
勢
を
見
抜
い
た
う
え
で
あ
え

て
非
礼
な
国
書
を
送
っ
た
。
太
子
は
秦は
た
の

河か
わ

勝か
つ

（
新

羅
系
）、慧え

慈じ

（
高
句
麗
系
）、覚か
く

哿か

（
百
済
系＜

元
々

は
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ャ
人＞

）
と
い
う
3
人
の
側
近

を
抱
え
、
大
陸
・
半
島
情
勢
を
熟
知
し
て
い
た
。
太

子
の
外
交
手
腕
に
よ
っ
て
、
倭
国
は
隋
に
冊
封
さ
れ

る
関
係
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

翌
6
0
8
年
、
再
度
小
野
妹
子
を
派
遣
。
携
え
た

国
書
に
は「
東
の
天
皇
、
敬つ
つ
し

み
て
西
の
皇
帝
に
白も
う

す
」

と
記
し
、
倭
国
の
「
天
皇
」
と
隋
の
「
皇
帝
」
を
使

い
分
け
た
。
こ
の
時
が
「
天
皇
」
号
の
初
出
で
あ
る
。

　

隋
へ
の
国
書
に
は
「
天
皇
」
と
記
し
た
も
の
の
、

倭
国
内
で
は
ま
だ
「
天
皇
」
号
は
定
着
し
て
い
な
い
。

倭
国
は
6
4
5
年
の
大
化
改
新
等
を
経
つ
つ
、
律
令

国
家
と
し
て
の
体
制
整
備
を
進
め
る
。

　

6
6
1
年
、
斉
明
大
王
崩
御
。
6
6
3
年
、
倭
・

百
済
連
合
軍
は
「
白
村
江
の
戦
い
」
で
唐
・
新
羅
連

合
軍
に
敗
れ
、
大
陸
か
ら
の
侵
攻
に
備
え
た
国
家
体

制
整
備
が
急
務
と
な
る
。
皇
位
に
就
か
ず
に
事
実
上

統
治
し
て
い
た
息
子
の
中
大
兄
皇
子
は
6
6
8
年
、

天
智
大
王
と
し
て
即
位
。
弟
は
大
海
人
皇
子
、
息
子

は
大
友
皇
子
で
あ
る
。

　

6
7
2
年
、
天
智
大
王
崩
御
。
大
友
皇
子
は
弘
文

大
王
と
し
て
即
位
す
る
が
、
大
海
人
皇
子
と
の
決
戦

不
可
避
と
考
え
、「
壬
申
の
乱
」
勃
発
。「
瀬
田
の
戦

い
」
で
敗
れ
た
弘
文
天
皇
は
自
害
。
6
7
3
年
、
大

海
人
皇
子
が
天
武
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
。
こ
の
時
、

初
め
て
「
天
皇
」
号
が
使
わ
れ
た
。

　

天
武
天
皇
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
編
纂
を

下
命
。
も
と
も
と
聖
徳
太
子
が
『
国く
に
つ
ふ
み記
』

『
天す
め
ら
み
こ
と
の
ふ
み

皇
記
』
編
纂
を
命
じ
て
い
た
事
業
を
継
承
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、初
代
に
遡
っ
て「
天

皇
」
号
が
追
号
さ
れ
た
。

　

国
名
は
依
然
と
し
て
「
倭
国
」
ま
た
は
「
日
出
処

（
国
）」
で
あ
っ
た
が
、『
旧く
と
う
じ
ょ

唐
書
』
に
よ
れ
ば
、

7
0
1
年
の
第
7
次
遣
唐
使
粟あ
わ

田た

真の
ま

人ひ
と

が
「
倭
国
の

地
を
統
合
し
、
太
陽
の
昇
る
彼
方
に
あ
る
た
め
日
本

と
い
う
名
を
つ
け
た
」
と
説
明
し
た
と
い
う
記
述
が

あ
る
。

「
天
皇
」
号
の
日
本
的
意
味
は
中
国
の
易
姓
革
命
と

の
対
比
か
ら
考
察
可
能
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、

易
姓
革
命
と
は
王
朝
交
代
を
正
当
化
す
る
理
論
。
天

命
に
よ
る
交
代
を
意
味
す
る
。

　

中
国
で
は
易
姓
革
命
に
よ
る
初
代
皇
帝
は「
天
子
」

と
な
る
が
、
次
代
以
降
は
「
皇
帝
」
に
し
か
な
れ
な

い
。
し
か
し
、
日
本
の
「
天
皇
」
は
「
天
子
で
あ
る

皇
帝
」
す
な
わ
ち
「
天
皇
」
と
解
釈
さ
れ
、「
天
子
」

で
も
あ
り
「
皇
帝
」
で
も
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
天
皇
に
は
姓
が
な
く
、「
当と
う

今ぎ
ん

様
」「
主し
ゅ

上し
ょ
う

」「
お
上か
み

」「
今
上
陛
下
」
と
呼
ば
れ
る
。
姓
が

な
い
の
で
易
姓
革
命
は
起
き
な
い
う
え
、全
員
が「
天

子
」
で
あ
る
。

　

中
国
で
は
初
代
皇
帝
の
み
「
天
子
」
と
認
識
さ
れ

て
「
即
位
改
元
」
と
な
り
、
2
代
目
以
降
は
年
末
ま

で
同
じ
元
号
が
使
わ
れ
る
。
一
方
、
日
本
の
天
皇
の

皇
位
継
承
時
は
全
て
「
即
日
改
元
」
で
あ
る
。
歴
代

天
皇
全
て
が
「
天
子
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る

故
で
あ
る
。

　

中
国
『
宋
書
』
に
「
讃さ
ん

」「
珍
」「
済せ
い

」「
興
」「
武
」

の
「
倭
の
五
王
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
梁
書
』
に

は
『
宋
書
』
の
「
珍
」
に
当
た
る
王
が
「
弥み

」
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

各
王
が
何
代
目
の
天
皇
に
当
た
る
か
は
専
門
家
の

研
究
対
象
だ
が
、
武
王
が
21
代
雄
略
天
皇
で
あ
ろ
う

こ
と
は
概
ね
定
説
で
あ
る
。

　

22
代
清
寧
天
皇
で
直
系
が
絶
え
、
16
代
仁
徳
天
皇

の
3
世
孫
で
あ
る
23
代
顕
宗
天
皇
、
つ
ま
り
6
世
隔

た
っ
た
血
統
に
継
承
さ
れ
た
。

　

25
代
武
烈
天
皇
も
直
系
が
絶
え
、
今
度
は
15
代
応

神
天
皇
ま
で
遡
り
、
そ
の
5
世
孫
で
あ
り
、
北
陸
に

住
む
男お

お

ど

大
迹
が
継
承
。
武
烈
天
皇
か
ら
10
世
隔
て
た

血
統
で
あ
っ
た
。
男
大
迹
は
26
代
天
皇
と
し
て
即
位

し
、
皇
統
を
継
ぐ
と
い
う
意
味
の
「
継
体
」
と
号
し

た
。

　

15
代
応
神
天
皇
以
降
の
1
1
7
天
皇
（
南
北
朝
双

方
を
含
む
）
の
う
ち
、
直
系
子
皇
嗣
、
つ
ま
り
1
世

に
皇
位
継
承
し
た
の
は
54
天
皇
で
あ
る
。

残
る
63
天
皇
は
直
系
以
外
へ
の
継
承
で
あ

り
、
直
系
と
直
系
以
外
は
ほ
ぼ
半
々
だ
。

　

南
北
朝
後
、
1
0
1
代
称
光
天
皇
の
あ

と
は
8
世
隔
て
た
1
0
2
代
後
花
園
天
皇
と
な
り
、

そ
れ
か
ら
暫
く
は
直
系
が
続
い
た
。
1
1
8
代
後
桃

園
天
皇
で
再
び
直
系
が
絶
え
、
7
世
隔
て
た
1
1
9

代
光
格
天
皇
が
即
位
し
、
以
後
の
系
譜
は
今
上
天
皇

に
至
る
ま
で
光
格
天
皇
の
直
系
が
続
い
て
い
る
。

　

1
0
2
代
後
花
園
天
皇
と
1
1
9
代
光
格
天
皇
の

系
譜
は
7
代
連
続
で
直
系
継
承
し
、
初
代
も
含
め
る

と
8
代
直
系
で
あ
る
。
但
し
、
後
花
園
天
皇
の
系
譜

は
途
中
に
孫
へ
の
2
隔
世
継
承
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

複
数
代
に
わ
た
っ
て
直
系
が
続
い
た
38
天
皇
を
除

く
と
、
残
る
16
天
皇
の
直
系
継
承
は
1
代
限
り
。
つ

ま
り
親
が
子
に
継
承
し
、
そ
の
次
は
直
系
以
外
に
継

承
さ
れ
た
。

　

15
代
応
神
天
皇
以
降
の
1
1
1
代
で
、
直
系
が
絶

え
た
（
系
図
上
、
直
系
男
子
が
確
認
で
き
な
い
）
の

は
21
天
皇
で
あ
る
。
う
ち
、
兄
弟
等
へ
2
世
隔
て
た

皇
位
継
承
は
8
天
皇
、
甥
等
へ
の
3
世
以
上
隔
て
た

皇
位
継
承
と
な
っ
た
の
は
13
天
皇
で
あ
る
。

　

上
皇
陛
下
の
姉
君
（
昭
和
天
皇
の
第
1
皇
女
）
照

宮
成
子
内
親
王
は
1
9
2
5
（
大
正
14
）
年
に
お
生

ま
れ
に
な
っ
た
。
ご
両
親
で
あ
る
皇
太
子
裕
仁
親
王
、

良
子
妃
の
ご
意
向
も
あ
り
、
里
子
に
は
出
さ
れ
ず
に

養
育
さ
れ
た
。
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ

る
。

　

成
子
内
親
王
は
1
9
4
1
（
昭
和
16
）
年
に
東
久

邇
宮
稔な
る

彦ひ
こ

王
の
第
1
王
子
・
盛も
り

厚ひ
ろ

王
と
婚
約
、
1
9

4
3
（
昭
和
18
）
年
に
ご
結
婚
さ
れ
た
。

　

ご
結
婚
相
手
が
皇
族
で
あ
っ
た
た
め
、
成
子
内
親

王
も
皇
族
の
ま
ま
だ
っ
た
が
、
敗
戦
後
の
1
9
4
7

（
昭
和
22
）年
、連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部（
Ｇ

Ｈ
Ｑ
）
の
意
向
に
よ
り
、
義
父
で
あ
る
東
久
邇
宮
稔

彦
王
が
皇
籍
離
脱
し
た
た
め
、
皇
室
典
範
の
定
め
に

よ
っ
て
夫
盛
厚
王
と
と
も
に
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
。

　

成
子
内
親
王
の
夫
と
な
っ
た
東
久
邇
宮
盛
厚
王
の

父
東
久
邇
宮
稔
彦
王
は
、戦
後
、終
戦
処
理
内
閣
（
皇

族
内
閣
）
と
し
て
第
43
代
内
閣
総
理
大
臣
を
務
め
ら

れ
た
宮
で
あ
る
。

　

東
久
邇
宮
稔
彦
王
は
、
1
8
8
7
（
明
治
20
）
年

に
久
邇
宮
朝
彦
王
の
第
9
王
子
と
し
て
生
誕
。
宮
家

の
末
子
と
し
て
、
成
人
後
に
臣
籍
降
下
し
て
伯
爵
と

な
る
予
定
だ
っ
た
が
、
明
治
天
皇
の
第
9
皇
女
で
あ

男
系
男
子
の
歴
史

■ 図2：応神天皇－継体天皇の系譜 （※）筆者作成

■図１：倭の五王 （※）筆者作成
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る
泰
宮
聡
子
内
親
王
と
ご
結
婚
さ
れ
た
た
め
、
東
久

邇
宮
家
を
お
立
て
に
な
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
東
久
邇
宮
稔
彦
王
・
盛
厚
王
親
子
は
、

父
が
明
治
天
皇
の
皇
女
、
息
子
が
昭
和
天
皇
の
皇
女

と
ご
結
婚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

稔
彦
王
の
父
久
邇
宮
朝
彦
王
は
1
8
2
4
年
、
伏

見
宮
邦
家
王
の
第
4
王
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
天
保

年
間
に
は
1
2
0
代
仁
孝
天
皇
の
猶
子
と
な
り
、

2
2
8
世
天
台
座
主
も
お
務
め
に
な
っ
て
い
る
。
幕

末
史
に
も
登
場
す
る
宮
で
あ
り
、
1
8
7
5
（
明
治

8
）
年
に
久
邇
宮
家
を
創
設
さ
れ
た
。

　

久
邇
宮
朝
彦
王
の
第
3
王
子
が
邦
彦
王
で
あ
る
。

第
9
王
子
で
あ
る
東
久
邇
稔
彦
王
の
兄
に
当
た
る
。

そ
し
て
、
久
邇
宮
邦
彦
王
の
第
1
女
王
と
し
て

1
9
0
3
（
明
治
36
）
年
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
良な
が

子こ

女
王
は
、
長
じ
て
1
9
2
4
（
大
正
13
）
年
に
皇

太
子
裕
仁
親
王
と
ご
結
婚
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
後
の

昭
和
天
皇
の
皇
淳
皇
后
で
あ
る
。

　

朝
彦
王
の
父
、
伏
見
宮
邦
家
王
は
1
8
0
2
年
生

ま
れ
で
、
北
朝
3
代
崇
光
天
皇
の
男
系
14
世
孫
で
あ

る
。
1
8
1
7
年
に
光
格
天
皇
の
猶
子
と
な
っ
た
。

邦
家
親
王
は
男
子
を
多
く
な
し
、
明
治
以
降
の
伏
見

宮
系
皇
族
隆
盛
の
端
緒
と
な
っ
た
宮
で
あ
り
、
戦
後

に
皇
籍
離
脱
し
た
11
宮
家
全
て
の
源
流
に
当
た
る
。

11
宮
家
の
う
ち
5
宮
家
は
系
譜
が
絶
え
た
も
の
の
、

現
在
も
6
宮
家
が
続
い
て
い
る
。

　

伏
見
宮
邦
家
王
が
崇
光
天
皇
14
世
孫
と

い
う
こ
と
は
、
久
邇
宮
朝
彦
王
は
15
世
孫
、

邦
彦
王
及
び
東
久
邇
宮
稔
彦
王
は
16
世
孫
、

盛
厚
王
は
17
世
孫
に
な
る
。
そ
し
て
、
皇
淳
皇
后
の

子
で
あ
る
上
皇
陛
下
に
と
っ
て
、
昭
和
天
皇
は
父
、

久
邇
宮
邦
彦
王
は
母
方
の
祖
父
、
久
邇
宮
朝
彦
王
は

曽
祖
父
、
伏
見
宮
邦
家
王
は
高
祖
父
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
伏
見
宮
邦
家
王
と
久
邇
宮
朝
彦
王
が
猶

子
と
な
っ
た
1
1
9
代
光
格
天
皇
と
1
2
0
代
仁
孝

天
皇
は
、
今
上
天
皇
陛
下
の
直
系
祖
先
で
あ
る
。
そ

の
後
、
幕
末
の
孝
明
天
皇
、
そ
し
て
明
治
天
皇
、
大

正
天
皇
、
昭
和
天
皇
、
上
皇
陛
下
、
今
上
陛
下
と
つ

な
が
る
。
つ
ま
り
、
今
上
陛
下
は
光
格
天
皇
8
世
と

な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
天
皇
家
の
系
譜
と
、
伏

見
宮
、
久
邇
宮
、
東
久
邇
宮
は
近
い
関
係
に
あ
り
、

そ
の
東
久
邇
宮
の
系
譜
に
は
、
盛
厚
王
と
成
子
内
親

王
の
間
に
3
人
の
男
子
（
長
子
は
ご
逝
去
）、
そ
の

次
世
代
に
は
5
人
の
男
子
、
さ
ら
に
そ
の
次
世
代
に

も
数
人
の
男
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

　

以
上
の
東
久
邇
宮
の
系
譜
に
加
え
、
1
9
4
7（
昭

和
22
）
年
に
作
成
さ
れ
た
「
皇
位
継
承
順
位
系
図
」

の
8
位
継
承
者
・
賀か
や
の
み
や

陽
宮
恆
憲
王
の
系
譜
に
も
複
数

の
男
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
だ
。

　

本
年
1
月
18
日
に
開
催
さ
れ
た
天
皇
退
位
特
例
法

附
帯
決
議
に
基
づ
く
政
府
検
討
結
果
報
告
に
は
筆
者

も
出
席
し
た
。

　

有
識
者
会
議
の
皇
族
数
確
保
策
の
案
と
し
て
先
に

提
示
さ
れ
た
「
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
も
皇
族
の

身
分
保
持
」「
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
と
養
子
縁

組
」「
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
を
法
律
に
よ
り
皇

族
復
帰
」
の
3
案
の
う
ち
、
前
2
案
を
優
先
す
る
と

し
て
い
る
が
、
第
3
案
も
早
期
に
検
討
す
べ
き
時
期

に
来
て
い
る
。

　

養
子
縁
組
案
は
親
と
な
る
皇
族
側
の
ご
意
志
如
何

に
よ
る
。
ま
た
、
内
親
王
と
の
縁
談
を
期
待
す
る
向

き
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ご
当
人
同
士
の
ご
意
志
次
第

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仮
に
ご
結
婚
が
実
現
し
て
も
、

男
子
に
恵
ま
れ
る
保
証
は
な
い
。

　

養
子
縁
組
も
縁
談
も
、
そ
の
対
象
と
し
て
東
久
邇

宮
、
賀
陽
宮
等
の
男
子
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
上
記
の
不
確
実
性
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、

皇
籍
離
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
系
譜
に
属
す
る
男
系

男
子
の
皇
籍
復
帰
が
最
も
確
実
に
皇
族
数
確
保
と
皇

統
維
持
に
資
す
る
。
す
な
わ
ち
第
3
案
で
あ
る
。

　

生
前
の
安
倍
総
理
に
は
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
脱
却
を

訴
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
皇
籍
離
脱

さ
せ
ら
れ
た
宮
家
の
皇
籍
復
帰
を
実
現
す
べ
き
で
は

な
い
か
」
と
何
度
か
質
問
し
た
が
、
否
定
的
な
答
弁

に
終
始
し
て
い
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

日
本
の
皇
統
は
、
日
本
と
い
う
国
家
の
根
幹
に
関

わ
る
国
民
共
有
の
文
化
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
戦
後

レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
が
必
要
と
考
え
る
。

　

日
本
国
憲
法
第
1
条
に
は
、
天
皇
は
国
民
の
総
意

に
基
づ
く
日
本
国
及
び
国
民
統
合
の
象
徴
と
明
記
さ

れ
て
い
る
。
皇
統
史
に
つ
い
て
国
民
共
通
の
認
識
が

醸
成
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

1

■ 

筆
者
紹
介　
お
お
つ
か
こ
う
へ
い　
日
本
銀
行
を
経
て
参
議

院
議
員
。
早
稲
田
大
学
客
員
教
授
（
早
大
博
士
）、
藤
田
医
科
大
学

客
員
教
授
を
兼
務
。
仏
教
研
究
家
、歴
史
研
究
家
と
し
て
も
活
動
中
。

（注）1. 良子女王、聡子内親王、成子内親王以外の尊称は省略             

 　2. 　　　　黒四角は男性、　　　　赤四角は女性             

 　3. 119代光格天皇より前の天皇直系子の人数は必ずしも完全に把握できていない             

 　4. 直系子の人数及び並び順は、系図作成の都合上、必ずしも全員及び長子順には記されていない             

 　（記載内容が必ずしも正確でないこともありますので、予めお詫びします＜筆者＞）            
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（注）鎌倉幕府将軍

この代にさらに男子数人

後小松 

後嵯峨 

後花園 称光 

東山 

後桃園

後桜町

明正

光格 

仁孝 

孝明 

明治 

大正 

昭和 

上皇 

今上 

後亀山 

亀山（大覚寺統） 後深草（持明院統） 

崇光（北3）98/99 同世代 

崇光（北3）98/99 同世代 

伏見宮邦家（崇光天皇14世） 
久邇宮朝彦（15） 

邦彦（16） 

なるひこ

東久邇宮稔彦（16） 
なるひこ

東久邇宮稔彦（16） 

良子女王＝香淳皇后 
ながこ聡子内親王  

としこ

成子内親王  
しげこ

盛厚（17）  
もりひろ

旧宮家 創始年
伏見宮 1456 年
閑院宮（※） 1718 年
山階宮（※） 1864 年
北白川宮（※） 1870 年
梨本宮（※） 1871 年
久邇宮　 1875 年
賀陽宮　 1892 年
東伏見宮（※） 1903 年
竹田宮　 1906 年
朝香宮　 1906 年
東久邇宮　 1906 年

（※）系譜が絶えたと仄聞される旧宮家

旧
宮
家
の
皇
籍
復
帰
を
検
討
す
べ
き

■ 図3：後嵯峨天皇以降の系図 （※）筆者作成
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